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このパンフレットは、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業（民泊）を始めるにあたって、確認が必要となる主な

事項をご案内しています。このほかにも、各種法令や住宅宿泊事業法施行要領（ガイドライン）など、事業者自らが

必要な知識を習得しながら、遵守していくことが必要となりますので、ご確認いただいた上で、届出をしてください。 

住宅で人を宿泊させる事業を行う場合には届出が必要となり、届出を行わずに営業した場合は旅館業法違反と

して、6 か月以下の懲役または１００万円以下の罰金などが科されることとなります。 

 

 

 

住宅宿泊事業は、観光客等に対して次の要件を満たす住宅を宿泊施設として一時的に提供する事業で、年間

180 日までの営業が可能です。 

1.1 住宅宿泊事業を実施できる住宅の要件（法第 2 条第 1 項） 

住宅宿泊事業として届出をするには以下の①設備要件、②居住要件、をともに満たしている必要があります。 

① 届出住宅内に「台所」，「浴室」，「便所」，「洗面設備」が設けられていること 

一つの設備に複数の機能があるユニットバス等も認められます。設備は届出住宅内に設ける必要があり

ますので，近隣の公衆浴場を浴室として届出することはできません。  

② 人の居住の用に供されていると認められている家屋であること  

 （A）現に人の生活の本拠として使用されている家屋 

   ⇒現にその家屋において特定の者の生活が営まれている家屋 

 （B）入居者の募集が行われている家屋 

⇒分譲(売却)または賃貸いずれかの形態で，空き室の状態を解消し，人の居住用に供するため入居者

募集が行われている家屋。入居者の募集は、住宅宿泊事業を行っている間も継続して行う必要があり

ます。 

※必要に応じて、賃貸（入居者）の募集をしていることについて確認する場合があります。 

 （C）随時その所有者，賃借人及び転借人の居住の用に供されている家屋 

⇒別荘，セカンドハウス等生活の本拠ではないが，居住のため随時利用する家屋 

※人の居住の用に供されていない民泊専用の投資用マンション等で住宅宿泊事業の届出はできません。 

※他の事業（事務所や店舗等）の用に供されている住宅も届出できません。建物の登記事項証明書の

「住宅の種類」の記載も御確認ください。 

1.2 営業日数（法第 2 条第 3 項） 

年間（4 月 1 日の正午から翌年の 4 月 1 日正午までの間）の営業日数の上限は、180 日です。180 日を超

過した場合には旅館業法の違反となることから、本市では観光庁の「営業日数自動集計システム」によって状況

把握をしており、事実確認を行う場合がありますので、適正な管理をしてください。 

1.3 住宅宿泊管理業務の委託（法第 2 条第 3 項） 

次の①もしくは②に該当する届出住宅は，管理業務の全てを一の住宅宿泊管理業者に，委託しなければなり

ません。ただし，自らが国に登録された住宅宿泊管理業者であって管理を行う場合を除きます。 

① ５室を超える居室を管理する場合  

② 届出住宅に宿泊させる間，不在となる場合  

※住宅に人を宿泊させる間、届出者自らが業務等で不在となる場合は、委託が必要です。 

※法人が届出する場合，役員や従業員等が届出住宅内に住んでいた（常駐）としても不在となります。 

１ 住宅宿泊事業（民泊）の概要 
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※管理業務は一つの住宅宿泊管理業者に委託する必要があり、分割委託や、一部業務を事業者自らが行うこ

とは認められていません。ただし、住宅宿泊管理業務の委託を受けた住宅宿泊管理業者が、他の者に住宅宿

泊管理業務を一部に限り再委託することは差し支えありません。 

※届出後、委託業者の変更等を行う場合は，事前の届出が必要です。 

※住宅宿泊管理業者の一覧は，管轄する地方整備局等ごとのホームページに掲載されています。 

1.4 その他（用途地域について） 

市街化調整区域について住宅宿泊事業（民泊）は実施できません。予め用途地域を確認してください。 

  

 

 

①宿泊者の衛生の確保(法第 5 条)  

□ 届出住宅の設備や備品等は清潔に保ち、定期的に清掃・換気を行うこと 

□ 居室の宿泊者 1 人あたりの床面積を 3.3 ㎡以上確保すること 

□ 宿泊者ごとに寝具のシーツ、カバーを取り換えること 

□ 浴室や加湿器等の定期的な洗浄等の適切な維持管理 等 

②宿泊者の安全の確保(法第 6 条)  

□ 避難経路を表示すること 

□ （必要に応じ）非常用照明器具を設けること 

□ 火災等の災害に対する安全確保措置を講ずること 等 

③宿泊者の快適性・利便性の確保(法第 7 条)  

□ 外国語を用いて宿泊者に対し必要事項を案内すること 

（届出住宅の設備の使用方法、移動のための交通手段に関する情報提供、火災・地震その他の災害が発生

した場合の通報連絡先（消防署・警察署・医療機関等））等 

④宿泊者名簿の備付け(法第 8 条)  

□ 宿泊者名簿は宿泊者全員を記載させ、本人確認を行うこと 

□ 外国人観光旅客の場合は、パスポートの提示を求め、その写しを宿泊者名簿と共に保存すること 

□ 宿泊者名簿は作成日から３年間保存すること 等 

⑤周辺地域の生活環境への配慮(法第 9 条)  

□ 必要な事項を宿泊者に説明すること 

   （騒音の防止、ごみの処理、火災の防止、その他必要な事項等） 

□ 外国人宿泊者に対しては上記事項について外国語で説明すること  

⑥周辺地域住民からの苦情等への対応(法第 10 条)  

□ 周辺地域の住民からの苦情等への対応は、常時、対応又は電話により対応すること  

□ 緊急の対応が必要な場合は、自らも現場に急行して対応する等必要な対応を行うこと 等 

⑦標識の掲示(法第 13 条)  

□ 届出住宅である間は、門扉・玄関等の公衆の見やすい場所に標識を掲示すること 等   

 

２ 事業者の主な業務の概要 
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⑧市長への定期報告(法第 14 条) 

□２か月ごと（各偶数月の 15 日〆）に宿泊させた日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別の宿泊者数の内訳

を、民泊制度運営システムにより市に報告すること 等 

 

 

 

3.1 「消防法令に適合していることを証明する書類」について  

住宅宿泊事業法施行要領において届出の際に、消防法令に適合していることを証明する書類として「消防法

令適合通知書」の添付が必要とされておりますが、川崎市では住宅宿泊事業者の負担を軽減するため、川崎市

火災予防条例に基づく使用開始届（「防火対象物使用開始届」）を準用した手続きにより、消防法令の適合性に

ついて判断します。当該届出については、住宅宿泊事業を開始しようとする建物の所在地を管轄する消防署の

予防課へご相談ください。  
 

【 問合せ先（各消防署）】 

臨港消防署：044-299-0119 川崎消防署：044-223-0119 幸消防署:：044-511-0119 

中原消防署：044-411-0119 高津消防署：044-811-0119 宮前消防署：044-852-0119 

多摩消防署：044-933-0119 麻生消防署：044-951-0119 
 

3.2 住宅宿泊事業で発生したごみの処理について  

住宅宿泊事業（民泊）から発生するごみは「事業系ごみ」です。家庭系のごみ集積所に出すことはできません。

廃棄物処理業許可業者に委託するか、自ら処理施設へ搬入してください（有料）。近隣住民との良好な関係が

維持できるよう、ごみの分別方法については滞在者に対して十分な説明を行い、理解を得るようにしてください。 
 

【 問合せ先（環境局生活環境部） 】 

（事業系一般廃棄物に関すること）減量推進課：044-200-2568 

（産業廃棄物に関すること）廃棄物導課：044-200-2581 
 

3.3 住宅宿泊事業で食事の提供、温泉の利用をお考えの方へ  

住宅宿泊事業において食事を提供する場合は、飲食店営業の許可が必要です。また住宅宿泊事業において

温泉を利用する場合は、温泉の利用の許可が必要になります。該当する場合は、事前に施設の所在する区役

所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課へご相談ください。  
 

【問合せ先（各区役所衛生課食品衛生係） 】 

（食事の提供に関すること） 

川崎区役所：044-201-3221  幸区役所：044-556-6683 中原区役所：044-744-3273 

高津区役所：044-861-3323 宮前区役所：044-856-3272 多摩区役所：044-935-3308 

麻生区役所：044-965-5164 

【問合せ先（各区役所衛生課環境衛生係） 】 

（温泉の利用に関すること） 

川崎区役所：044-201-3222  幸区役所：044-556-6681 中原区役所：044-744-3271 

高津区役所：044-861-3322 宮前区役所：044-856-3270 多摩区役所：044-935-3306 

麻生区役所：044-965-5164 

３ 関係法令について 
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3.4 各種税金関係について 

①固定資産税 

住宅宿泊事業のために用いている土地及び家屋以外の構築物・機械・器具・備品等の固定資産を償却資産

といい、固定資産税の対象となります。毎年 1 月 1 日現在に所有する資産について、1 月末日までに申告する

必要があります。  
 

【 問合せ先（財政局税務部） 】 

資産税管理課：044-200-2221 

②確定申告または住民税 

住宅宿泊事業で収入を得た場合、税務署への確定申告が必要になる場合があります。また、確定申告が不

要の場合であっても住民税の申告を要する場合があります。 

詳しくはお近くの税務署までご相談ください。 

 

 

 

① 周辺住民に対しての事前説明について  

住宅宿泊事業を行う前に、届出者から周辺住民に対し事前に説明をお願いします。 

② 分譲マンション内で住宅宿泊事業をお考えの方へ  

いわゆる分譲マンション（区分所有建物）では、管理規約等において「住宅宿泊事業が禁止されていない旨」

が確認できた場合に住宅宿泊事業が行えます。適否の判断ができない場合は管理規約を持参して事前相談し

てください。  

 ③ 変更・廃業等に必要な手続き 

事業開始後、届出事項に変更が生じた場合、その日から30日以内に届出事項の変更の手続きが必要です。 

※委託する住宅宿泊管理業者に係る事項の変更については、変更前にあらかじめ手続きが必要です。 

※届出範囲外の営業（届け出た部屋以外に人を宿泊させる場合等）は旅館業法違反となります。 
 
 

【 旅館業関連 問合せ先（各区役所衛生課） 】 

川崎区役所：044-201-3222  幸区役所：044-556-6681 中原区役所：044-744-3271 

高津区役所：044-861-3322 宮前区役所：044-856-3270 多摩区役所：044-935-3306 

麻生区役所：044-965-5164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ その他確認事項 
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5.1 届出方法 

住宅宿泊事業を実施するには原則「民泊制度運営システム」により届出を行うこととしています。他法令に基

づく手続きが必要な場合がありますので、届出の前に必ず経済労働局観光・地域活力推進部観光プロモーショ

ン推進担当まで御連絡いただき、事前相談（初期相談）の予約を行っていただきますようお願いいたします。 

「民泊制度運営システム」は、民泊制度ポータルサイトからログインできます。  

 

【民泊制度ポータルサイト】 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku 

【住宅宿泊事業者向け操作手順書】

https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/system/content/001596131.pdf 
 

 

 

 

 
 
 
 

【問合せ先】 

民泊制度コールセンター（全国共通ナビダイヤル）：0570-041-389 
 

〇音声ガイダンスが流れますので、お問い合わせの内容に沿って以下の番号を選択して下さい。 

1 番 住宅宿泊事業法、または住宅宿泊事業の届出等について 

2 番 住宅宿泊管理業、または住宅宿泊仲介業について 

3 番 民泊制度運営システムの操作や入力について 

4 番 住宅宿泊事業法に関する上記以外のお問い合わせ 

○民泊制度コールセンターでは、「住宅宿泊事業法」「住宅宿泊事業の届出」に関することや、 

その他民泊の制度等に関するご質問・ご意見・苦情等を受け付けています。 

○特定の行政庁に判断が委ねられる個別事案等に関するお問い合わせについては、内容により 

お答えできない場合もありますので、予めご承知おきください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 届出について 

川崎市                     

観光・地域活力推進部    

観光プロモーション担当      
事業者 民泊制度ポータルサイト 

 

届出 

受理通知 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/system/content/001596131.pdf
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5.2 届出に必要な書類 

 

 
 

法人 個人 書類の名称 備考 チェック

○ ○
防火対象物使用開始届
（副本の写し）

・添付資料（防火対象物使用開始届様式、記入例）を参考の上、届出住
宅の所在地を管轄する消防署予防課に届出をお願いいたします。

・消防署予防課から交付された副本の写しを持参してください。

・第７号様式「防火対象物使用開始届」、棟別概要、第１号様式「届出住

宅に関する事項等」に加え、図面等の書類を添付し、一式で御提出くださ

い。

○ ○ 住宅宿泊事業届出書

・民泊制度運営システムに必要事項を入力し、出力された届出書をご提

出ください。

※民泊制度運営システムにて「届出送信」ボタンを押下した日付がシステ
ム上の受付年月日となり、同時に届出書の日付（右下の帳票作成日）に

反映されます。最新の届出書を添付してください。

1 ○ 定款又は寄付行為
・登記事項証明書の内容と一致しているものであって、現在効力を有する

もの

2 ○ 法人の登記事項証明書
・法務局、地方法務局、支局又はそれらの出張所で交付を受ける。

・3ヶ月以内に取得したもの※2

3 ○
役員が、破産手続開始の決定を受けて
復権を得ない者に該当しない旨の市町
村長の証明書

・本籍地の市区町村が発行する身分証明書

・外国籍の場合は本国の証明書など（要相談）
・3ヶ月以内に取得したもの※2

4 ○ ○ 住宅の登記事項証明書
・法務局、地方法務局、支局又はそれらの出張所で交付を受ける。
・3ヶ月以内に取得したもの※2

5 ○※１ ○※１

住宅が「入居者の募集が行われている
家屋」に該当する場合は、入居者募集の
広告その他それを証する書類

・宅地建物取引業者との媒介契約書
・募集広告

6 ○※１ ○※１

「随時その所有者、賃借人又は転借人に
居住の用に供されている家屋」に該当す
る場合は、それを証する書類

・公共料金の領収書等

7 ○ ○ 住宅の図面
・各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供

する部分の床面積等を記載したもの（記載例参照）
・必要な安全措置については「安全措置の手引き」等をご確認ください。

8 ○※１ ○※１
賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを
証する書類

・承諾書　等
・住宅宿泊事業を行うことが可能かどうかについて明記されている必要が

あります。

9 ○※１ ○※１
転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承
諾したことを証する書類

・承諾書　等

・住宅宿泊事業を行うことが可能かどうかについて明記されている必要が
あります。

10 ○※１ ○※１ 区分所有の建物の場合、規約の写し ・住宅宿泊事業を容認する記載のあるマンション管理規約

11 ○※１ ○※１

規約に住宅宿泊事業を営むことについて
定めがない場合は、管理組合に禁止す
る意思がないことを証する書類

・誓約書（様式C）

・マンション管理組合の理事長に、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する

意思がないことを確認し、届出者が誓約したもの。

12 ○※１ ○※１
委託する場合は、管理業者から交付され
た書面の写し

・住宅宿泊管理業者と締結した管理受託契約の書面の写し

13 ○ ○
欠格事由に該当しないことを誓約する書
面

・誓約書（様式A）　法人用

・誓約書（様式B）　個人用

14 ○
破産手続開始の決定を受けて復権を得
ない者に該当しない旨の市町村長の証
明書

・本籍地の市区町村が発行する身分証明書

・外国籍の場合は本国の証明書など（要相談）

・3ヶ月以内に取得したもの※2

15 ○
未成年者で、その法定代理人が法人で
ある場合は、その法定代理人の登記事
項証明書

※1…届出条件により必要な場合、不要な場合があります。
※2…全ての必要書類が不備のない状態で市に到達した時点で3ヶ月以内であることが必要です。

住宅宿泊
事業届出

書

防火対象
物使用開

始届

添
付
書
類
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5.3 事業開始までの主な流れ 

 

 

 

経済労働局観光・地域活力推進部
観光プロモーション推進担当

まちづくり局建築審査課

川崎市

事業者

設備要件、居住要件等を確認し届出可
能住宅か判断する

経済労働局観光・地域活力推進部に連
絡、初期相談の予約

初期相談（１時間程度）
・図面持参
・民泊の概要説明、届出予定の住宅条件についてのヒアリング等

届出必要書類の作成・収集等準備
・民泊制度運営システムにて内容入力
・防火対象物使用開始届手続き
・公的書類取得
・図面の作成 等 図面の確認

安全措置について確認

届出書類が揃う、提出 届出書類内容確認

現地確認、標識受け渡し
・図面との適合確認
・非常用照明の設置が必要な場合は設置の有無確認

届出受理、審査開始
※この時点で公的書類は取得から３カ月
以内のものである必要があります。
※審査には１カ月前後時間を要します

※以下の事項をお伝えください。
・氏名、連絡先
・届出住宅住所
・届出名義 個人／法人
・居住要件（次のいずれか）
①現に人の生活の本拠として使用されている家屋
②入居者の募集が行われている家屋
③随時その所有者，賃借人及び転借人の居住の用

に供されている家屋
・家主 居住／不在

事業開始

①提出

②修正依頼
③建築審査課への安全措置の確認メールの案内

④安全に関する措置チェックリスト、図面、非常用照明のカタログ（必要な場合）を添付の上、確認メール送付

⑤変更等が必要な場合は２週間以内に返信
提出

不備連絡
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5.4 図面の記載例 

 

 
 
 



9 
 

 

 

 

 





















安全の措置に関するチェックリスト      番号：R○-○○

建て方について 規模等について A-1 A-2 B-1 B-2

告示第一（非常用照明器具）

①

告示第二第一号（防火の区画等）

告示第二第二号イ

告示第二第二号ロ

告示第二第二号ハ

告示第二第二号ニ

告示第二第二号ホ

※１　届出住宅に家主が居住しており、不在（法第11条第１項第２号の一時的なものは除く。）とならない場合

非常用照明器具が設置されている

届
出
住
宅
の

条
件
等

A)　一戸建ての住宅、長屋

１）家主同居※１で宿泊室の床面積が50㎡以下

２）上記以外

B)　共同住宅、寄宿舎

１）家主同居※１で宿泊室の床面積が50㎡以下

２）上記以外

上記の条件による分類に応じて、下記の安全措置（①～⑦）をチェック

安
全
の
措
置

②

複数グループが複数の宿泊室に宿泊しない

複数グループが複数の宿泊室に宿泊する場合、防火の区画又は警報設備等が設置され
ている

③

２階以上の各階における宿泊室の床面積の合計が100㎡以下

上記以外の場合で、当該階から避難階又は地上に通ずる２以上の直通階段を設けている

　上記以外の場合で、宿泊者使用部分の居室及び当該居室から地上に通ずる部分の内
装仕上げが、建築基準法施行令第128条の５第１項に規定されているとおりに不燃化され
ている

⑤

各階における宿泊者使用部分の床面積の合計が200㎡（地下の階にあっては100㎡）以下

　上記以外の場合で、３室以下の専用の廊下である　（対象階：　　　　　　　）

　上記以外の場合で、階の廊下（３室以下の専用のものを除く。）の幅が、両側に居室があ
る廊下にあっては1.6ｍ以上、その他の廊下にあっては1.2ｍ以上である　（対象階：
）

④

宿泊者使用部分の床面積の合計が200㎡未満

　上記以外の場合で、届出住宅が主要構造部を準耐火構造等とした建築物（特定主要構
造部を耐火構造とした建築物を含む。）である

住宅の所在地：          

⑦

（１）宿泊者使用部分が３階以上の階に設けられていない

　上記（１）（２）以外の場合で、届出住宅が耐火建築物である

（２）延べ面積が200㎡未満で宿泊者利用部分が３階に設けられている場合で、警報設備
を設け、 竪穴部分と竪穴部分以外の部分とを間仕切り壁等で区画している

⑥

２階における宿泊者使用部分の床面積の合計が300㎡未満

　上記以外の場合で、届出住宅が耐火建築物又は準耐火建築物である


